
三田市都市公園条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条～第 15 条 省略 第 1条～第 15 条 省略 

    第 4節 使用料     第 4節 使用料 

(使用料及び納付方法) (使用料及び納付方法) 

第 16 条 法第 6 条第 1 項及び第 3 項、第 4 条第 1 項第 5 号並びに第 20 条の許
可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に掲げる占用料又は使用料(以下「使用料等」という。)を納付しな
ければならない。 

第 16 条 法第 5条第 1項、法第 6条第 1項及び第 3項、第 4条第 1項第 5号並
びに第 20 条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げ
る区分に応じ、当該各号に掲げる占用料又は使用料(以下「使用料等」という。)
を納付しなければならない。 

 (1) 法第 5 条第 1 項の規定に基づく使用者 三田市行政財産使用料条例(平
成 7年三田市条例第 8号)第 3条第 1号、第 2号及び第 4号の規定を準用し
て算出した額 

(1) 法第 6条第 1項又は第 3項の規定に基づく使用者 道路占用料徴収条例
(昭和 35 年三田市条例第 14 号)別表に定める占用料 

(2) 法第 6条第 1項又は第 3項の規定に基づく使用者 道路占用料徴収条例
(昭和 35 年三田市条例第 14 号)別表に定める占用料 

(2) 第 4 条第 1項第 5号の規定に基づく使用者 別表第 3に掲げる使用料 (3) 第 4 条第 1項第 5号の規定に基づく使用者 別表第 3に掲げる使用料 

(3) 第 20 条の規定に基づく使用者 別表第 4に掲げる使用料 (4) 第 20 条の規定に基づく使用者 別表第 4に掲げる使用料 

2 前項に規定する使用料等(第 2号を除く。以下同じ。)は、許可のとき徴収す
る。ただし、その許可の期間が 1年以上にわたる場合の使用料等については、
各年ごとに徴収する。 

2 前項に規定する使用料等(第 3号を除く。以下同じ。)は、許可のとき徴収す
る。ただし、その許可の期間が 1年以上にわたる場合の使用料等については、
各年ごとに徴収する。 

3 第 1 項第 2号に規定する使用料の徴収その他必要な事項は、別に定める。 3 第 1 項第 3号に規定する使用料の徴収その他必要な事項は、別に定める。 

第 17 条～第 33 条 省略 第 17 条～第 33 条 省略 

別表第 1(第 3 条関係) 別表第 1(第 3 条関係) 

都市公園 都市公園 

番号 名称 所在地 摘要 

省略 

148 下井沢ふれあい公園 三田市下井沢 463 番 2 地先 街区公園  

番号 名称 所在地 摘要 

省略 

148 下井沢ふれあい公園 三田市下井沢 463 番 2 地先 街区公園 

149 天神上ノ宮公園 三田市天神三丁目 5298 番 街区公園 

150 天神垣内公園 三田市天神三丁目 5292 番 街区公園  
以下省略 以下省略 

 


